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労働災害率（度数率・強度率）とは
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●労働災害動向調査は、主要産業における労働災害の発生状況を明らかにすることを目的として、

厚生労働省が調査を行うものです。調査の対象には、「事業所調査」と「総合工事業調査」があ

ります。

●調査結果では、労働災害率（災害の発生頻度を示す「度数率」、災害の重さの程度を示す「強

度率」等）を推計し、労働安全衛生対策推進のための基礎資料として活用しています。毎年６月

頃に厚生労働省ホームページに概況（※）を公表しています。

（※）概況は、事業所規模１００人以上の事業所調査及び総合工事業調査を公表しています。

度数率 …労働災害の発生頻度を表します。
（１００万延べ実労働時間当たりの労働災害よる死傷者数を用いて算出します。）

度数率＝ ×１，０００，０００時間
延べ実労働時間数

労働災害による死傷者数

強度率 …労働災害の重さの程度を表します。
（１、０００延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を用いて算出します。）

強度率＝ ×１，０００時間
延べ実労働時間数

延べ労働損失日数



労働災害率（度数率、強度率）活用のススメ
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●労働災害率を数値で確認し、職場の現状を把握して具体的な数値目標を定めることが、ご自身
の職場における労働災害防止対策を、改めて見直すきっかけになります。

ご自身の職場内で発生した労働災害の度数率を把握しましょう。

⇒同じ業種の度数率と比較することで、ご自身の職場の労働災害率が高いか低いかを確認できます。

１ 職場の現状把握

労働災害防止対策に取組むに当たり、具体的な数値目標を設定しましょう。

⇒事業者、労働者が一体となって労働災害防止対策に取組むには、具体的に数値目標を設定することが有効です。

２ 数値目標の設定

具体的な数値目標を設定したら、事業者が自発的に安全衛生に取組んでいきましょう。

⇒自発的な取組が、事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプラスになります。

３ 安全衛生対策への自発的な取組

度数率・強度率は、式に当てはめることで簡単に計算できます。
さっそく、ご自身の職場の度数率、強度率を計算してみましょう。

重要！



度数率・強度率の計算方法
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ご自身の職場と同じ業種の度数率・強度率を比較し、今後の数値目標を協議してみましょう。

今後の目標数値（ご自身の職場と）同じ業種ご自身の職場

度数率

強度率
比較

＜補足＞
「延べ労働損失日数」とは、労働災害による死傷者の延べ労働損失日数をいい、次の基準により算出します。
・死亡………………………… ７，５００日
・永久全労働不能……… 別表の身体障害等級１～３級の日数（７，５００日）
・永久一部労働不能…  別表の身体障害等級４～１４級の日数（級に応じて５０～５，５００日）
・一時労働不能………… 暦日の休業日数に３００／３６５（うるう年は３００／３６６）を乗じた日数

14131211109876541～3
身体障害等級
（級）

501002004006001,0001,5002,2003,0004,0005,5007,500
労働損失日数
（日）

別表 身体障害等級別労働損失日数表 ※身体障害等級は労働基準法施行規則別表第１の２による

度数率＝ ×１，０００，０００時間
延べ実労働時間数

労働災害による死傷者数

強度率＝ ×１，０００時間
延べ実労働時間数

延べ労働損失日数

※スライドの２の式を再掲。

※スライドの２の式を再掲。



（参考①）令和６年労働災害動向調査の度数率・強度率
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●令和６年労働災害動向調査の事業所調査（事業所規模１００人以上）における産業別の
調査結果は、以下のとおりです。

強度率度数率産業

０．０９２．１０調査産業計

０．１６７．９５農業, 林業

０．０６１．３０製造業

０．１８０．５８電気・ガス・熱供給・水道業

０．０２０．６２情報通信業（通信業、新聞業出版業に限る。）

０．２３３．５５運輸業,郵便業

０．０５２．６０卸売業・小売業

０．０６３．７７宿泊業, 飲食サービス業（旅館、ホテルに限る。）

０．３４６．５９生活関連サービス業, 娯楽業（洗濯業、旅行業、ゴルフ場に限る。）

０．０５２．１８医療, 福祉（一部の業種に限る。※１）

０．４０３．８９サービス業（他に分類されないもの）（一部の業種に限る。※２）

※１）「医療、福祉」は、病院、一般診療所、保健所、健康相談施設、児童福祉事業、老人福祉・介護事業及び障害者福祉事業に限る。
※２）「サ―ビス業（他に分類されないもの）」は、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業及び

建物サービス業に限る。



（参考②）令和６年労働災害動向調査の度数率・強度率
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●令和６年労働災害動向調査の総合工事業調査の調査結果は、以下のとおりです。

強度率度数率産業

０．５７１．９１総合工事業（※３）

（工事の種類）

１．１９２．０２土木工事業

０．３９１．８８建築事業

（請負金額）

０．４８１．６６１０億円以上

０．１４２．２８５億円以上１０億円未満

１．０５２．３２５億円未満

※３）「総合工事業」は、労働者災害補償保険（労災保険）の概算保険料が１６０万円以上または工事の請負金額が
税抜き１億８千万以上の工事現場（有期の土木工事業、建築事業）を調査対象とする。

検 索厚生労働省 労働災害動向調査

詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。

（Ｒ７．６）


